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�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

規

則
（
教
）

○
東
京
都
立
学
校
設
置
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

公

告

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
一
課
）…
�

規

則
（
教
）

東
京
都
立
学
校
設
置
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

公
布
す
る
。

令
和
五
年
五
月
十
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
十
八
号

東
京
都
立
学
校
設
置
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

東
京
都
立
学
校
設
置
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
教

育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
三
の
項
中

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
五
年
五
月
十
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

あ
き
る
野
市
二
宮
字
森
腰
千
百
三

十
三
番
四
十
七
、
千
百
五
十
二
番

十
二
及
び
千
百
五
十
三
番
十

あ
き
る
野
市
伊
奈
四
百
八
十
四

番
地

有
限
会
社
あ
き
る
野
測
量
設
計

代
表
取
締
役

田
中

龍
樹

青
梅
市
大
門
二
丁
目
二
百
三
十
四

番
一
及
び
同
番
三

練
馬
区
石
神
井
町
二
丁
目
二
十

六
番
十
一
号

一
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

堀
口

忠
美

武
蔵
村
山
市
神
明
一
丁
目
六
十
八

番
二
、
同
番
二
地
先
、
同
番
三
の

一
部
、
同
番
四
、
六
十
九
番
一
、

同
番
二
、
七
十
番
二
、
同
番
三
及

び
七
十
一
番
三

武
蔵
村
山
市
中
央
二
丁
目
三
十

番
地

渡
辺

都

青
梅
市
長
淵
三
丁
目
百
四
十
六
番

六

武
蔵
野
市
境
二
丁
目
二
番
二
号

株
式
会
社
飯
田
産
業

代
表
取
締
役

築
地

重
彦

「
同

練
馬
特
別
支
援
学
校

知
的
障
害

高
等
部

普
通
科

」
を

「
同

練
馬
特
別
支
援
学
校

知
的
障
害

高
等
部

普
通
科
、
職
能
開

発
科

」
に
改
め
る
。
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